
公立公民館と自治公民館に関する研究
沖縄県における公民館を事例として

A Study on Citizens’ Public Hall (Kominkan) and Autonomous Kominkan
Through the Cases in Okinawa

１.　序論
1.1　研究背景
　公民館は、地域住民のために社会教育を推進する拠
点施設として全国に整備され、日本のコミュニティ基
盤施設としては最も数が多い。近年、全国的に人口減
少時代に突入し、コミュニティの希薄化とともに地域
自治の再編やそれに伴う施設のあり方は変化してきて
いる。そのような地域社会の再構築は、防災、高齢化、
少子化などの現代社会が抱える問題を解決へと導く糸
口になり得るだろう。また、文部科学省により 2003
年に告示された「公民館の設置及び運営に関する基準」
註１）では、これまでの基準が大幅に緩和され、面積、
設備、開館時間などの要件が撤廃され、対象区域内の
公民館類似施設との協力支援などが努力規定として示
されている。このことから地域の実情に合わせた運営
や連携が推進されており、住民参加を促す身近な集会
施設のあり方が重要になる。
　そんな中で、沖縄県では市町村により設置された公
立公民館と、集落単位で独自に形成された自治公民館
が設置されている。地域に対して、それぞれが独自の
関係づくりをしていることから、二重性を持ちながら
も地域住民に対して多様な活動の幅を生んでいると考
えられる。このことから、相互の連携や関係性を明ら
かにすることは、沖縄県だけでなく、全国における今
後の公民館整備に役立つものと考える。
1.2　研究目的
　本研究では、沖縄県の公立公民館と自治公民館の活
動、施設利用、組織における相互の連携に着目する。
それぞれの持つ特性や役割の違いから相関関係を把握
することで、今後の施設活用や相互の連携と、公民館
建築に対する建築計画の一助となることを目的とす
る。
1.3　研究対象と方法
　研究方法は、文献とHPにより、沖縄における公立
公民館と自治公民館の歴史的変遷、制度、施設の比較
を行い、相関関係について分析を行う。

1.4　既往研究
　沖縄における公民館研究では、県内の公民館の面積
や名称、主に部屋の構成についての研究註2) や利用実
態と空間構成に関する研究註3) などがある。しかし事
例が一部の地域に留まっていたり、公立公民館と自治
公民館の連携に着目したものではない。そこで本研究
では、両者の連携した活動についての分析を行い、そ
の特徴と相互の関係性を明らかにする。

2 沖縄における歴史性と現状
2.1　沖縄における設置経緯
　全国における公民館整備は 1946 年 7月の文部次官
通牒「公民館の設置運営について」によって設置奨励
が始まり、公民館は「町の文化施設」として農村中
心に整備され、地方では多様に定着していく。また、
1947 年にできた教育基本法に図書館・博物館ととも
に公民館が明記され公民館の整備が約束された。そし
て 1949 年の社会教育法によって単なる行政文章では
ない法律によって公立公民館の整備が行われるように
なった。沖縄においては、遅れて 1953 年 11 月の琉
球政府中央教育委員会決議により「公民館設置条例に
ついて」が出されたことが公民館設置を促すことと
なった。
　しかし、市町村には財政力がなかったことから、多
くの集落で自力で公民館を建設した。その結果、市町
村立の公立公民館ではなく、類似とされる自治公民館
の設置となった。このような背景から、自治公民館が
公民館としての機能を担ってきたこと、そして公立公
立公民館が設置されたことにより、二重性を持った環
境になっており、沖縄の特殊性だといえる。
2.2　沖縄県における公民館設置状況
　資料統計註4）によると、本島における市町村の総数
は２６であり、自治公民館と公立公民館の両者が設置
率された市町村数は 22 で、公立公民館のみが３、自
治公民館のみが１であり両者が設置された自治体が多
く、二重性をもった市町村が多いことがわかる。(図１）
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3. 　公立公民館と自治公民館の比較
3.1　制度上の比較と組織　
　公立公民館については社会教育法より、自治公民館
については各行政の指針や文献より両者の概要をまと
めた（表１）。公立公民館は、職員の性質上、市町村
や学校などの教育団体とのつながりを持っており、教
育機関との連携が取りやすい組織になっている。自治
公民館は、集落の自治組織と一体化しており、自治会
の事務所でもある。事業・活動では、公立公民館が生
涯学習、教育的な側面を持っているのに対して、自治
公民館は自治活動がメインであり、行事や伝統芸能に
よる地域共同性を持っている。関係組織としては、地
域の子供会や老人会、青年会組織との強い関係を持ち、
自治活動、伝統芸能活動の中心的な担い手になってい
る。

3.2 運営と対象区域の分類
　文献と沖縄県の公民館設置条例をもとに、役割と類
型、対象区域を示した（表２）。公立公民館には、中
央公民館、地区公民館、分館があり、それぞれの市町
村の条例により位置づけられている。公立公民館には
公民館施設を市町村が設置運営を行う公設公営型と、
市町村が設置して、運営を民間に委託している公設民
営型がある。民営となると、その主体は自治組織が運
営していることから、公立公民館であっても活動は自
治公民館による性質を持つことが考えられる。また、
対象区域からは、公立公民館は広域な範囲の地域住民
を対象としているのに対して、自治公民館は地域に近
い立場で集落という最小単位のコミュニティを範囲と

している。
　法的には、社会教育法のもと広い範囲を対象として
設置された公民館を公立公民館、民間により設置され
た公民館を自治公民館としている。一方、運営をみる
と、公立公民館であっても地区館や分館の運営が民間
に委託されており、その内訳は自治的な活動になって
いることがある。その場合は、対象範囲が集落という
最小単位を区域としていることになり、公立公民館と
自治公民館の二重性が生じていることになる。

4. 結論
　公立公民館は、学習・文化活動の場、学習機能に専
門化している。自治に比べて対象が広域的な範囲であ
ることから、自治公民館に比べると一般化された教育
のもとコミュニティが形成されている。自治公民館は、
住民組織により管理運営が行われており、自治活動、
伝統的な文化芸能活動の場として、また学習機能は弱
いものの、地縁的な共同性に働きかけることを通じて
学ぶ公民館として位置づけられる。両者の特性は、運
営の性質からはひとつに集約することは難しいが、両
者が連携することで、それぞれの特性を活かし、補い
合いながら地域のコミュニティの機関施設となること
が今後重要になると考えられる。
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表１　本島における設置状況
公立公民館 自治公民館

利用名称 中央館、地区館、分館 集会所、共同利用施設、学習併用センターなど
法的根拠 社会教育法第１０条例・規則 ―

制度 教育機関 公民館類似施設
管理運営 ・市町村教育団体

・NPO
・自治会
（地域により組織された住民組織）

職員 ・市町村教育委員会や管理団体が運営 ・独自に配置、または専任職員なし
役割 社会教育法第２２条

・各種学級・定期講座の開設
・生涯学習に関する事業
・討論会 , 講習会 , 講演 , 実習会 , 展示会などの
開催
・図書 , 記録 , 模型 , 資料などを備え , 利用を図
る
・体育 , レクリエーションなどに関する集会の
開催
・職員の資質向上研修
・避難所の運営、情報発信
・住民や各団体への貸館
・自治公民館への支援や協力

・住民の総意で、生活全般に関する活動と事業
・安全確保（防災活動、避難訓練）
・環境整備（清掃活動、花壇整備）
・伝統・文化行事（敬老会、運動会、忘新年会、
芸能）
・広報、公聴（県や市からの広報物）
・公立公民館事業への協力
・住民や各種団体への貸館

経費 ・市町村や法人の予算 ・住民の負担（会費）
禁止事項 ・政治、政党、宗教活動と営利事業

（公民館として必要とされている政治などに関
する学習活動は除く）

・特になし

図１　本島における設置状況

公立公民館
自治公民館

類型 中央館 地区館 分館

役割

当該公民館の事業の
ほか、市町村の全地
域にわたる事業、そ
の他個々の公民館で
処理することが不適
当と認められる事業
を実施する。

市町村の一定区域を
対象区域とし、事業
を行う。地区を対象
に住民、地域団体な
どと連携をとる。

中央公民館または地
区公民館の事業の運
営上、必要がある場
合には、公民館に分
館を設ける。

町内に自治会などの
自治組織で設置し、
自主的に管理・運営
している。行政機能
と自治機能をもった
住民において最小単
位の公民館。

運
営
類
型

公設・公営 ◯ ◯ ◯ ―

公設・民営 ― ◯ ◯ ―

民設・民営 ― ― ― ◯

対
象
区
域

市町村全域 ◯ ― ◯ ―
市町村の地区 ― ◯ ◯ ―

小学校区
集学校区

― ◯ ◯ ―

学校区内の
地区、集落

― ◯ ◯ ◯

表２　運営類型と対象地区

05 10 15 20 25 26 市町村

自治のみ

公立のみ

両者設置
本島

公立公民館と自治公民館 公立公民館のみ 自治公民館のみ

22 市町村
85%

3 市町村
11%

１市町村
４%
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